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規 則

消防法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 8 号

消防法施行細則の一部を改正する規則

消防法施行細則（昭和35年高知県規則第70号）の一部を次のよ

うに改正する。

題名を次のように改める。

高知県消防法施行細則

第 1 条中「第 5 条において「法」という。）」を「以下「法」

という。）を施行するため、法、消防法施行令（昭和36年政令第

37号）、消防法施行規則（昭和36年自治省令第 6 号）」に、「の

規定を実施するために」を「並びに高知県消防法関係手数料徴収

条例（平成12年高知県条例第 6 号）に定めるもののほか、」に改

める。

第 2 条の見出し中「申請書」を「申請に係る添付書類」に改

め、同条第 1 項中「を受けようとする者は、」を「の申請をする

者は、府令第50条第 1 項に規定する」に、「府令第50条第 2 項に

定める」を「同条第 2 項各号に掲げる」に、「添えて知事に提出

しなければ」を「添えなければ」に改め、同項第 1 号中「作成し

た」を「交付を受けた」に改め、同項第 2 号中「縦 3 センチメー

トル、横2.5センチメートル」を「縦4.5センチメートル、横3.5

センチメートル」に、「裏面に」を「、その裏面に」に、「。以

下」を「とする。次条第 3 項において」に改め、同条第 2 項中

「第50条第 2 項」を「第50条第 2 項第 1 号」に、「に規定する」

を「の規定による」に、「（又はその写し）」を「又は当該書類

の写し」に改める。

第 3 条及び第 4 条を次のように改める。

（免状の書換えの申請に係る添付書類）

第 3 条　府令第52条第 2 項第 1 号の規定により免状の書換えの申

請の際に添えなければならない写真は、 2 枚とする。

 2 　府令第52条第 2 項第 2 号の書換えの事由を証明する書類は、

戸籍抄本とする。

 3 　政令第34条の規定により他の都道府県知事から免状の交付を

受けている者が免状の書換えの申請をする場合において、その

事由が府令第52条第 2 項第 2 号に掲げるものであるときは、同

号に掲げる書類のほか、写真 1 枚を添えなければならない。

（免状の再交付の申請に係る提出書類）

第 4 条　府令第53条第 2 項の規定により免状の再交付の申請の際

に知事に提出しなければならない写真は、 2 枚とする。

第 5 条中「第 4 条第 4 項」を「第 4 条第 2 項」に、「、知事

が」を「知事が」に改め、同条を第 7 条とする。

第 4 条の次に次の 2 条を加える。

（免状の交付の申請等に伴う書換え）

第 5 条　政令第32条の規定により免状の交付の申請をする者は、

併せて政令第33条各号に掲げる事項に係る書換えの申請をする

ことができるものとする。この場合における手数料の額は、免

状の交付に係る手数料の額とする。

 2 　政令第34条の規定により府令第51条第 2 項に規定する事項に

係る免状の書換えの申請をする者は、併せて政令第33条第 1 号

から第 4 号までに掲げる事項に係る書換えの申請をすることが

できるものとする。この場合における手数料の額は、府令第51

条第 2 項に規定する事項に係る免状の書換えに係る手数料の額

とする。

 3 　政令第35条第 1 項の規定に基づき免状の再交付の申請をする

者は、併せて政令第33条各号に掲げる事項に係る書換えの申請

をすることができるものとする。この場合における手数料の額

は、免状の再交付に係る手数料の額とする。

 4 　第 1 項又は前項に規定する場合において、府令第51条第 2 項

に規定する事項に係る書換えの申請をするときは、当該申請に

伴い府令第52条第 2 項第 1 号の規定により添えなければならな

い写真は、第 3 条第 1 項の規定にかかわらず、 1 枚とする。

（消防設備士免状への準用）

第 6 条　第 2 条から前条までの規定は、法第17条の 7 第 1 項の消

防設備士免状について準用する。この場合において、第 2 条第

 1 項中「政令第32条」とあるのは「消防法施行令第36条の 3 」

と、「危険物取扱者免状」とあるのは「消防設備士免状」と、

「府令第50条第 1 項」とあるのは「消防法施行規則第33条の 4 

第 1 項」と、同項第 2 号中「次条第 3 項」とあるのは「第 6 条

において読み替えて準用する次条第 3 項」と、同条第 2 項中

「府令第50条第 2 項第 1 号」とあるのは「消防法施行規則第33

条の 4 第 2 項第 1 号」と、「危険物取扱者試験」とあるのは

「消防設備士試験」と、「府令第58条第 1 項」とあるのは「同

令第33条の14第 1 項」と、第 3 条第 1 項中「府令第52条第 2 項

第 1 号」とあるのは「消防法施行規則第33条の 6 第 2 項第 1 

号」と、同条第 2 項中「府令第52条第 2 項第 2 号」とあるのは

「消防法施行規則第33条の 6 第 2 項第 2 号」と、同条第 3 項中

「政令第34条」とあるのは「消防法施行令第36条の 5 」と、

「府令第52条第 2 項第 2 号」とあるのは「消防法施行規則第33

条の 6 第 2 項第 2 号」と、第 4 条中「府令第53条第 2 項」とあ

るのは「消防法施行規則第33条の 7 第 1 項」と、「知事に提出

しなければ」とあるのは「添えなければ」と、前条第 1 項中

「政令第32条」とあるのは「消防法施行令第36条の 3 」と、

「政令第33条各号」とあるのは「同令第36条の 4 各号」と、同

条第 2 項中「政令第34条」とあるのは「消防法施行令第36条の

 5 」と、「府令第51条第 2 項」とあるのは「消防法施行規則第

33条の 5 第 2 項」と、「政令第33条条第 1 号から第 4 号まで」

とあるのは「消防法施行令第36条の 4 第 1 号から第 4 号まで」

と、同条第 3 項中「政令第35条第 1 項」とあるのは「消防法施

行令第36条の 6 第 1 項」と、「政令第33条各号」とあるのは

「同令第36条の 4 各号」と、同条第 4 項中「第 1 項又は前項」

とあるのは「次条において読み替えて準用する第 1 項又は前

項」と、「府令第51条第 2 項」とあるのは「消防法施行規則第

33条の 5 第 2 項」と、「府令第52条第 2 項第 1 号」とあるのは

「同令第33条の 6 第 2 項第 1 号」と、「第 3 条第 1 項」とある

のは「次条において読み替えて準用する第 3 条第 1 項」と読み

替えるものとする。

別記様式を次のように改める。
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附　則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県消防法施行

細則第 5 条（同規則第 6 条において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定は、平成23年 7 月 1 日から適用する。

高知県漁船法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成24年 3 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 9 号

高知県漁船法施行細則の一部を改正する規則

高知県漁船法施行細則（昭和48年高知県規則第47号）の一部を

次のように改正する。

第 2 条の見出し中「通知」を「通知の手続等」に改め、同条第

 3 項中「法」を「知事は、法」に、「の通知は」を「をするとき

は」に、「によって行う」を「により通知する」に改める。

第 3 条の見出し中「報告」を「報告の手続」に改める。

第 5 条中「に掲げる」を「に規定する」に改める。

第 6 条第 1 項中「前条に掲げる」を「前条に規定する」に改

め、同項第 4 号中「申請前」を「県内に住所を有しない者にあっ

ては、申請前」に改め、同項第 8 号中「必要と」を「必要がある

と」に改める。

第 8 条中「必要と」を「必要があると」に改める。

第10条を次のように改める。

（登録票の検認の手続）

第10条　施行規則第11条の 2 第 2 項の規定による法第13条の規定

による検認を受けようとする場所及び期日の届出は、別記第13

号様式による漁船登録票検認届出書によってしなければならな

い。

第11条の見出し中「申請」を「申請の手続」に改める。

第12条の見出し中「返納」を「返納の手続」に改め、同条中

「第20条第 1 項本文」を「第20条第 1 項」に改める。

第13条の見出し中「交付申請」を「交付申請の手続」に改め

る。

第14条の見出し中「再交付申請」を「再交付申請の手続」に改

め、同条中「施行規則」を「法第12条第 3 項及び施行規則」に改

める。

第15条中「にはって」を「又は届出書に貼って」に改める。

別記様式を次のように改める。
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附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

告 示

高知県告示第145号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第 1 項の規定によ

り、安芸市長から次のとおり字の区域及び名称の変更について届

出があった。

平成24年 3 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

字の区域及び名称の変更

大字

赤野

字

水木谷

北オン

ブク谷

磯道

字

いそ道

大字

赤野

地番区域

甲406、甲407、甲415の

 2 、甲415の 3 、甲427か

ら甲435まで、甲436の

 1 、甲436の 2 、甲437、

甲438の 1 、甲438の 2 、

甲439から甲445まで、甲

446の 1 、甲446の 2 、甲

447の 1 、甲447の 2 

甲714、甲715、甲719、

甲727の 2 、甲728の 1 、

甲729、甲730の 1 、甲

731の 1 、甲731の 2 、甲

732の 1 、甲732の 2 、甲

733の 1 、甲733の 2 、甲

734のイ、甲734のロ、甲

735

甲736、甲737、甲738の

イ、甲738のロ、甲739か

ら甲745まで、甲746の 1 

から甲746の 3 まで、甲

747から甲755まで、甲

756の 1 、甲756の 2 、甲

757から甲759まで、甲

760の 1 、甲760の 2 、甲

761から甲765まで、甲

766のイ、甲766のロ、甲

変　　　　更　　　　前 変　更　後
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磯道四

ツ辻東

平

磯道北

平

磯道四

ツ辻東

平

長坂

喜八屋

式西平

上中サ

デ

中サデ

767、甲768、甲769の

 1 、甲769の 2 、甲770、

甲777から甲780まで、甲

783から甲786まで、甲

789から甲796まで、甲

798、甲799の 1 、甲799

の 2 、甲802、甲806から

甲815まで、甲816の 1 、

甲816の 2 、甲817から甲

819まで、甲824から甲

827まで、甲845の 1 、甲

846から甲849まで、甲

850の 1 、甲851、甲

852、甲857の 1 

甲1124の 2 の一部、甲

1140の 1 の一部、甲1142

の 1 の一部、甲1142の 2 

の一部、甲1143の一部、

甲1144の一部、甲1145の

 1 、甲1145の 2 、甲1146

の 1 、甲1146の 2 、甲

1147から甲1153まで

甲1154の 1 から甲1154の

 3 まで、甲1155の 1 、甲

1155の 2 、甲1156の 1 、

甲1164から甲1166まで、

甲1167の 1 、甲1167の

 2 、甲1168の 1 、甲1168

の 2 、甲1169から甲1174

まで、甲1190の 2 の一

部、甲1190の 3 の一部、

甲1191の 1 の一部、甲

1191の 2 の一部、甲1191

の 3 、甲1192の 1 、甲

1192の 2 、甲1193の 2 の

一部、甲1193の 3 、甲

1194の 2 の一部

甲1124の 1 の一部、甲

1124の 2 の一部、甲1124

の 3 から甲1124の 5 ま

で、甲1126の 1 の一部、

甲1126の 2 、甲1140の 1 

の一部、甲1143の一部、

甲1144の一部

甲1428の一部、甲1431の

 1 の一部、甲1431の 2 、

甲1432の 1 の一部、甲

1432の 2 、甲1437の 1 の

一部、甲1437の 2 、甲

1441の一部

甲1506の 1 の一部、甲

1506の 2 、甲1506の 3 、

甲1506の 4 の一部、甲

1507の一部、甲1508の 1 

の一部、甲1508の 2 、甲

1509の 1 の一部、甲1509

の 2 

甲1510から甲1512まで、

甲1513の 1 、甲1513の

 2 、甲1514の 1 の一部、

甲1514の 2 の一部、甲

1522の一部、甲1525の一

部、甲1526から甲1530ま

で、甲1531の 1 から甲

1531の 3 まで、甲1532の

 1 から甲1532の 3 まで、

甲1533から甲1535まで、

甲1536の 1 から甲1536の

 3 まで、甲1537の 1 から

甲15 3 7の 3  まで、甲

1538、甲1539の 1 、甲

1539の 2 、甲1540の 1 か

ら甲1540の 3 まで、甲

1541、甲1542、甲1543の

 1 から甲1543の 3 まで、

甲1544の 1 、甲1544の

 2 、甲1545の 1 から甲

1545の 5 まで、甲1546、

甲1547の 1 から甲1547の

 6 まで、甲1548の 1 から

甲15 4 8の 4  まで、甲

1549、甲1550、甲1551の

 1 から甲1551の 7 まで、

甲1552の 1 から甲1552の

中サデ

中森

柿木谷

セイ

 7 まで、甲1553

甲1554から甲1557まで、

甲1558の 1 から甲1558の

 4 まで、甲1559の 1 から

甲15 5 9の 3  まで、甲

1560、甲1561、甲1562の

 1 から甲1562の 3 まで、

甲1563、甲1564の 1 から

甲15 6 4の 3  まで、甲

1565、甲1566の 1 から甲

1566の 3 まで、甲1568の

 1 から甲1568の 3 まで、

甲1569の 1 から甲1569の

 3 まで、甲1570の 1 から

甲1570の 3 まで、甲1571

の 1 から甲1571の 3 ま

で、甲1572の 1 から甲

1572の 3 まで、甲1573の

 1 、甲1573の 2 、甲1574

の 1 から甲1574の 3 ま

で、甲1575の 1 から甲

1575の 5 まで、甲1576の

 1 から甲1576の 3 まで、

甲1577の 1 の一部、甲

1577の 2 から甲1577の 5 

まで、甲1578、甲1579の

 1 、甲1579の 2 、甲1580

のイ、甲1580の 2 、甲

1580の 3 、甲1580の 4 の

一部、甲1581の 1 、甲

1581の 2 、甲1581の 3 の

一部、甲1582、甲1584、

甲1585、甲1586の 1 から

甲1586の 3 まで、甲1587

の 1 から甲1587の 3 ま

で、甲1588の 1 、甲1588

の 2 

甲1589、甲1590、甲1591

の 1 から甲1591の 3 ま

で、甲1592の 1 、甲1592

の 2 、甲1593の 1 から甲

1593の 3 まで、甲1594の

 1 から甲1594の 3 まで、
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千足中

平

東大谷

西平

東大谷

西股

東大谷

東股

瓢箪畝

大夫家

地西畝

磯道四

ツ辻東

平

磯道北

平

長坂

甲1595の 1 から甲1595の

 3 まで、甲1596の 1 から

甲1596の 3 まで、甲1597

の 1 、甲1597の 2 、甲

1598から甲1602まで、甲

1603の 1 、甲1603の 2 、

甲1604から甲1606まで、

甲1607の 1 、甲1607の

 2 、甲1610、甲1611、甲

1612のイ、甲1612のロ、

甲1613から甲1616まで、

甲1617の 1 、甲1624

甲1944の 2 、甲1949、甲

1951から甲1953まで、甲

1954の 1 、甲1954の 2 

甲1955から甲1960まで、

甲1961の 1 、甲1962、甲

1963の 1 、甲1964の 2 、

甲1972の 1 、甲1973の

 1 、甲1974から甲1978ま

で、甲1979の 1 、甲1979

の 2 、甲1980の 1 、甲

1980の 2 、甲1981の 1 、

甲1981の 2 、甲1982から

甲1984まで、甲1985の

イ、甲1985のロ

甲1986から甲2001まで、

甲2002のイ、甲2002の

ロ、甲2003から甲2008ま

で、甲2009の 1 、甲2009

の 2 

甲2010から甲2013まで、

甲2018の一部、甲2023の

 1 の一部、甲2023の 2 の

一部、甲2023の 3 の一

部、甲2023の 5 の一部、

甲2024、甲2025の一部、

甲2026の 1 の一部、甲

2026の 2 、甲2027、甲

2028、甲2029のイ、甲

2029の 2 、甲2029の 4 、

甲2030から甲2037まで、

甲2038の一部、甲2039の

一部、甲2040の一部、甲

2041の一部

甲2059の 1 の一部

甲2516の 1 の一部、甲

2516の 2 の一部、甲2516

の 3 の一部、甲2516の 4 

の一部

甲1124の 1 の一部、甲

1124の 6 、甲1125、甲

1126の 1 の一部、甲1127

の 1 、甲1128、甲1129、

甲1130の 1 から甲1130の

 3 まで、甲1131の 1 、甲

1131のロ、甲1131の 3 、

甲1132、甲1133の 1 、甲

1133の 2 、甲1134、甲

1135、甲1136の 1 、甲

1136の 2 、甲1137の 1 、

甲1137の 2 、甲1138、甲

1139の 1 、甲1139の 2 、

甲1140の 1 の一部、甲

1140の 2 、甲1142の 1 の

一部、甲1142の 2 の一

部、甲1143の一部

甲1184の 1 、甲1185、甲

1186、甲1187の 1 、甲

1188の 1 、甲1190の 2 の

一部、甲1190の 3 の一

部、甲1191の 1 の一部、

甲1191の 2 の一部、甲

1193の 1 、甲1193の 2 の

一部、甲1194の 1 、甲

1194の 2 の一部、甲1195

から甲1201まで、甲1202

の 1 、甲1202の 2 、甲

1203から甲1205まで、甲

1208、甲1209、甲1210の

 1 、甲1210の 2 、甲1211

の 1 、甲1211の 2 、甲

喜八屋

式西平

中サデ

中森

大夫家

地西畝

長坂

喜八屋

式西平

大夫家

地南平

東大谷

東股ノ

吉野山

1212から甲1214まで

甲1493の一部、甲1494の

一部、甲1495のイの一

部、甲1 4 9 5のロ、甲

1496、甲1497、甲1498の

 1 、甲1498の 2 、甲1499

の 1 、甲1499の 2 、甲

1502から甲1505まで、甲

1506の 1 の一部、甲1506

の 4 の一部、甲1507の一

部、甲1508の 1 の一部、

甲1508の 3 、甲1509の 1 

の一部

甲1577の 1 の一部、甲

1580の 4 の一部、甲1581

の 3 の一部

甲2516の 1 の一部、甲

2516の 2 の一部、甲2516

の 3 の一部、甲2516の 5 

の一部、甲2516の 6 の一

部、甲2517のイの一部、

甲2518の 1 の一部、甲

2518の 4 の一部、甲2518

の 5 の一部、甲2518の 7 

の一部、甲2518の 8 の一

部、甲2518の10の一部、

甲2518の11

甲1489の 1 の一部、甲

1490の一部、甲1491の一

部、甲1492の一部

甲1493の一部、甲1494の

一部、甲1495のイの一部

甲2480の 2 の一部、甲

2487の 1 から甲2487の 4 

まで、甲2488の 1 、甲

2488の 2 の一部

甲2512の 1 の一部、甲

2512の 2 の一部
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上

大夫家

地西畝

喜八屋

式

北喜八

屋式

三笠山

三軒家

南ノ畝

西ノ畝

上中サ

デ

東大谷

東股

ひょう

たん畝

甲2513、甲2514の 1 、甲

2514の 2 、甲2515の 1 の

一部、甲2515の 2 、甲

2516の 6 の一部、甲2517

のイの一部、甲2517の

ロ、甲2518の 1 の一部、

甲2518の 4 の一部、甲

2518の 5 の一部、甲2518

の 7 の一部、甲2518の 8 

の一部、甲2518の 9 、甲

2518の10の一部、甲2520

から甲2523まで、甲2524

の 1 、甲2524の 2 、甲

2525から甲2527まで

甲2536の 1 、甲2536の

 2 、甲2537から甲2539ま

で、甲2541から甲2550ま

で、甲2552から甲2571ま

で

甲2582から甲2584まで、

甲2586から甲2598まで、

甲2599のイ、甲2599の

ロ、甲2600、甲2603

甲2604、甲2605、甲2606

の 1 から甲2606の 3 ま

で、甲2608から甲2614ま

で、甲2615の 1 、甲2616

の 1 、甲2617の 1 、甲

2618から甲2623まで、甲

2624の 1 、甲2624の 2 、

甲2625、甲2626

甲2680の 1 、甲2682、甲

2683、甲2684の 1 、甲

2685の 1 、甲2686の 1 、

甲2686の 2 、甲2687の

 1 、甲2688の 1 、甲2691

の 1 から甲2691の 3 ま

で、甲2692の 1 、甲2693

の 1 、甲2693の 2 、甲

2694の 1 、甲2694の 2 、

甲2695、甲2696の 1 、甲

2696の 3 、甲2697の 1 、

甲2697の 2 、甲2698の 1 

から甲2698の 4 まで、甲

2699の 1 、甲2700の 1 、

甲2700の 2 、甲2701の

 1 、甲2701の 2 、甲2702

から甲2707まで、甲2708

の 1 、甲2708の 2 、甲

2710の 2 、甲2711の 3 、

甲2712の 2 

甲2713のイ、甲2713の

ロ、甲2713のハ、甲2714

から甲2719まで、甲2720

の 2 、甲2721、甲2722、

甲2724の 3 、甲2725、甲

2726、甲2727の 1 、甲

2727の 2 、甲2728の 4 、

甲2730の 2 から甲2730の

 8 まで

甲2738、甲2739の 1 、甲

2739の 2 、甲2740、甲

2741の 1 、甲2741の 2 、

甲2742から甲2745まで

甲1514の 1 の一部、甲

1514の 2 の一部、甲1515

の 1 、甲1515の 2 、甲

1516の 1 、甲1516の 2 、

甲1517の 1 、甲1517の

 2 、甲1518の 1 、甲1518

の 2 、甲1519の 1 、甲

1519の 2 、甲1520、甲

1521、甲1522の一部、甲

1523、甲1524、甲1525の

一部

甲2018の一部、甲2019か

ら甲2022まで、甲2023の

 1 の一部、甲2023の 2 の

一部、甲2023の 3 の一

部、甲2023の 4 、甲2023

瓢箪畝

瓢箪畝

東平

瓢箪畝

北平

大夫家

地下モ

大夫家

地南平

東大谷

東股ノ

上

の 5 の一部、甲2025の一

部、甲2026の 1 の一部、

甲2038の一部、甲2039の

一部、甲2040の一部、甲

2041の一部、甲2042の

 1 、甲2042の 2 、甲2043

から甲2047まで

甲2048、甲2049のイ、甲

2049のロ、甲2050から甲

2058まで、甲2059の 1 の

一部、甲2059のロ、甲

2060の 1 、甲2061、甲

2062の 1 、甲2071の 1 、

甲2072、甲2073

甲2074から甲2086まで、

甲2087の 1 

甲2395の 1 、甲2395の

 2 、甲2396の 1 、甲2397

から甲2411まで

甲2412、甲2418から甲

2422まで、甲2425、甲

2426、甲2428から甲2430

まで、甲2435

甲2473から甲2475まで、

甲2478の 1 、甲2479の

 1 、甲2479のロ、甲2480

の 2 の一部、甲2488の 2 

の一部、甲2488の 3 、甲

2489、甲2491

甲2492から甲2496まで、

甲2497の 1 、甲2497の

 2 、甲2498の 1 、甲2498

の 2 、甲2499から甲2509

まで、甲2510の 1 から甲

2510の 3 まで、甲2511の

 1 から甲2511の 3 まで、

甲2512の 1 の一部、甲

2512の 2 の一部、甲2512

の 3 から甲2512の 5 まで
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大夫家

地西畝

甲2515の 1 の一部、甲

2516の 1 の一部、甲2516

の 2 の一部、甲2516の 3 

の一部、甲2516の 4 の一

部、甲2516の 5 の一部、

甲2516の 6 の一部、甲

2516の 7 、甲2517のイの

一部、甲2518の 4 の一部

備考　この表に表示されている区域に隣接介在する道路及び水

路である国有地の全部を含むものとする。

高知県告示第146号

次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法

律第249号）第30条の 2 の規定により告示する。

　　平成24年 3 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　解除予定に係る保安林の所在場所

幡多郡黒潮町拳ノ川字ノボリヨヲロ2387（次の図に示す部分

に限る。）、字大バイ2389の 1 ・2390の 1 （以上 2 筆について

次の図に示す部分に限る。）、字スナ田2391の 1 （次の図に示

す部分に限る。）、字コハノキ2373の 1 ・2376の 1 （以上 2 筆

について次の図に示す部分に限る。）、字ツヅラ谷2393の 1 ・

2394・2395の 1 （以上 3 筆について次の図に示す部分に限

る。）、字口ツヅラ2397の 1 （次の図に示す部分に限る。）、

字南山2401の 1 （次の図に示す部分に限る。）

 2   保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

 3 　解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を高知県林業振興・環境部

治山林道課及び黒潮町役場に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第147号

　漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第 5 条第 1 項

の規定により、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112

条第 1 項の規定による同意を求めるための事前届出があったの

で、同令第 5 条第 3 項の規定により告示し、当該届出に係る指定

漁船調書を次のとおり縦覧に供する。

平成24年 3 月13日

          　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　届出事項

  ( 1 )　発起人の住所及び氏名

　　　幡多郡大月町　　　　　　　 　 　　　安　岡　真　治

　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　浜　岡　久　志

　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　森　下　潤　三

　( 2 )　加入区の名称

　　　浦尻加入区

　( 3 )　漁船損害等補償法第113条第 1 項の申出をする漁業協同

　　組合の名称

　　　すくも湾漁業協同組合

 2 　指定漁船調書の縦覧

　( 1 )　縦覧期間

　　　平成24年 3 月13日から同月27日まで

　( 2 )　縦覧場所

　　　すくも湾漁業協同組合大月町統括支所

高知県告示第148号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成24年 3 月13日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 3 月13日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  庄田伊野

 3 　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡日高村本村字

焼坂658番 8 から

高岡郡日高村名越屋

字上タチメ945番 1 

まで

〜 120前

〜 120後

21.9

         

58.1

21.9

         

58.1

高知県告示第149号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成24年 3 月13日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 3 月13日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　庄田伊野

 3 　道路の区域

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

高知県告示第150号

　次の道を建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 2 項の

規定により指定する。

　　平成24年 3 月13日

         　　　　　　　　　　　 　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　南国市前浜字浜西2629番 3 地先から字漁場 4 番78地先に至る

　延長210メートルの道

 2 　南国市浜改田字中田539番 1 地先から495番地先に至る延長

150メートルの道

公 告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の 2 第 9 項の規定

により、県営経営体育成基盤整備事業に係る八流地区（八流換地

区）の換地処分を平成23年 9 月27日に行ったので、同条第10項に

おいて読み替えて準用する同法第54条第 4 項の規定により公告す

る。

　　平成24年 3 月13日

高知県知事　尾﨑　正直

落 札 公 告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

政令（平成 7 年政令第372号。以下「政令」という。）第11条及

び高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程（平成 7 年高知県

企業局管理規程第 9 号）の規定により例によるとされている高知

県特定調達契約事務取扱規則（平成 7 年高知県規則第125号）第

 8 条の規定により、次のとおり落札者等について公告する。

平成24年 3 月13日

高知県公営企業局長　安岡　俊作

 1 　落札に係る特定役務の名称及び数量

高知県立幡多けんみん病院清掃業務　一式

 2 　契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地

高知県立幡多けんみん病院事務部総務課　宿毛市山奈町芳奈

 3 番地 1 

 3 　落札者を決定した日

平成24年 2 月22日

 4 　落札者の氏名及び住所

高知ビルメンテナンス協同組合　高知市桟橋通三丁目25番30

120
平成24年 3 月13

日

高岡郡日高村本村字焼坂

658番 8 から

高岡郡日高村名越屋字上タ

チメ945番 1 まで
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 5 　落札金額

35,647,500円

 6 　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

 7 　政令第 6 条の公告をした日

平成24年 1 月13日
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